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【資料①】 景観計画の制度の概要について 

 
 

景観行政団体が、景観行政を進めるために定める基本的な計画 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 良好な景観の形成に関する事項を横断的かつ一体的に定めることが可能 

 景観重要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景観協定等の規制誘導の仕組み、住

民参加の仕組み等の景観法に基づく措置は、景観計画区域内を対象 

 

都市、農山漁村その他市街地または集落を形成している地域及びこれ

と一体となって景観を形成している地域における以下のいずれかの

土地の区域で景観計画を策定可能 
 

１ 現にある良好な景観を保全する必要があると認められるもの 

２ 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好
な景観を形成する必要があると認められるもの 

３ 地域間の交流の拠点となる土地の区域で、当該交流の促進に資する
良好な景観を形成する必要があると認められるもの 

４ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事
業が行われ、又は行われた土地の区域で、新たに良好な景観を創出
する必要があると認められるもの 

５ 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成される恐れが
あると認められるもの 
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＜景観計画に定める事項＞ 

 

景観計画で定める内容は景観法第８条に示されており、以下に示すような必須事項と選

択事項があります。 

 

景観計画に定める事項 

必須事項  

 景観計画区域 景観計画の計画区域。都市計画区域に限らず、農地や山林

を含めて良好な景観の保全・形成上必要な範囲を幅広く指定

することができる。 

 景観計画区域における良好な景観

の形成に関する方針 

景観計画区域において、良好な景観を形成するために定め

る方針。課題や景観特性などを踏まえて、良好な景観形成の

方向性を示す。 

 良好な景観の形成のための行為の

制限に関する事項 

良好な景観を形成するため、届出の対象となる行為（届出

対象行為）について、行為の制限の基準（景観形成基準）を

定めるもの。※届出対象行為については第 16 条で規定 

 景観重要建造物又は景観重要樹木

の指定の方針 

良好な景観形成に資する重要な建造物（建築物および工作

物）と樹木を指定し、積極的に保全するもの。 

なお、景観法よりも厳しい規制が課せられている国宝、重

要文化財、特別史跡名勝天然記念物などは適用除外となって

いる。 

選択事項  

 屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行

為の制限に関する事項 

景観を構成する大きな要素である屋外広告物について、そ

の表示や設置に関する基準等を定めるもの。 

 景観重要公共施設の整備に関する

事項 

景観に大きな影響を与える道路、河川、都市公園等の公共

施設について、周辺地域を含めた良好な景観形成を行うため、

その整備に関する事項を定めるもの。 

 景観重要公共施設の占用等の基準 景観重要公共施設について、景観上の特性を維持、増進す

るために必要な占用等の許可の基準を定めるもの。 

 景観農業振興地域整備計画の策定

に関する基本的な事項 

農業振興地域において、各地域の魅力ある景観を保全・創

出するために必要となる基本的な事項を示すもの（景観農業

振興地域整備計画の内容を記述するものではない） 

 自然公園法の許可の基準 景観計画区域と国立・国定公園の区域の一部が重複する場

合に、国立・国定公園の特別地域等で行われる自然公園法の

許可が必要な一定の行為について、景観計画において、良好

な景観の形成のために必要な上乗せの許可基準を定めること

ができるというもの。 
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<届出対象行為と行為の制限（景観形成基準）> 

届出対象行為と行為の制限（景観形成基準）は景観法第 16 条に示されています。 

 

届出対象行為 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行為の制限（景観形成基準） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・景観計画区域内において届出を要する行為を定める。 

・届出の対象は、景観行政団体が必要に応じて追加することも、適用除外を設けることも可能。

・規模や地域を限定することも可能 

【必須届出対象行為】 

一 建築物の建築等 

二 工作物の建設等 

三 開発行為 

法第１６条第７項第

１１号の条例により、

適用除外が可能 

【選択可能な届出対象行為】 

一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

二 木竹の植栽又は伐採 

三 さんごの採取 

四 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

五 水面の埋立て又は干拓 

六 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築

物その他の工作物又は物件（屋外にあるものに限る。）の外観に

ついて行う照明 

七 火入れ 

それぞれの届出対象行為ごとに行為の制限（景観形成基準）を定める 

【次に掲げる制限のうち必要なものを選択】 

・建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限 

・建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

・壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

・その他法第１６条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形

成のための制限 

【制限を定める場合の基準】（抄） 

・建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工

作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する

ものとなるよう定めること。この場合において、当該

制限は、建築物又は工作物の利用を不当に制限するも

のではないように定めること。 

例えば「敷地の緑化」

など地域の特性に応

じた工夫も可能 

景観計画区域を区分

して定めることも、

行為の規模や類型ご

とに異なる基準とす

ることも可能 

例えば、通常、人が利用できなくな

るような建築物の形態を定めたり、

工作物の機能を発揮できない形態

を定めることにより結果的に工作

物の建設ができなくなる等の過度

の制限 

条例に位置づける

際に、対象を絞る

ことが可能 
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<参考：景観法条文> 

景観法第８条  

第二章 景観計画及びこれに基づく措置  

 第一節 景観計画の策定等  

（景観計画） 

第八条  景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体

となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。以下

この項、第十一条及び第十四条第二項において同じ。）の区域について、良好な景観の形成に関す

る計画（以下「景観計画」という。）を定めることができる。  
一  現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域  
二  地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があ

ると認められる土地の区域  
三  地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成す

る必要があると認められるもの  
四  住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた

土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの  
五  地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の

区域  
２  景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  
二  景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針  
三  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  
四  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景

観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
五  次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの 
イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 
ロ 当該景観計画区域内の道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）による道路、河川法 （昭和三

十九年法律第百六十七号）による河川、都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）による都

市公園、海岸保全区域等（海岸法 （昭和三十一年法律第百一号）第二条第三項 に規定する海岸

保全区域等をいう。以下同じ。）に係る海岸、港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）による

港湾、漁港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）による漁港、自然公園法 による公園

事業（国又は同法第九条第二項 に規定する公共団体が執行するものに限る。）に係る施設その他

政令で定める公共施設（以下「特定公共施設」と総称する。）であって、良好な景観の形成に重

要なもの（以下「景観重要公共施設」という。）の整備に関する事項 
ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの 
（１） 道路法第三十二条第一項 又は第三項 の許可の基準 
（２） 河川法第二十四条 、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項（これらの規

定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。）の許可の基準 
（３） 都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項 の許可の基準 
（４） 海岸法第七条第一項 、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準 
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（５） 港湾法第三十七条第一項 の許可の基準 
（６） 漁港漁場整備法第三十九条第一項 の許可の基準 
ニ 第五十五条第一項 の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 
ホ 自然公園法第十三条第三項 、第十四条第三項又は第二十四条第三項の許可（政令で定める行

為に係るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの（当該景観計画区域に

国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。） 
六  その他国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定める事項  

３  前項第三号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めな

ければならない。  
一  第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例

で定めるべき行為  
二  次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項の規定による規

制又は措置の基準として必要なもの 
イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意

匠」という。）の制限 
ロ 建築物又は工作物の高さの 高限度又は 低限度 
ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の 低限度 
ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 

４  景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総

合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河

川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。  
５  景観計画は、環境基本法 （平成五年法律第九十一号）第十五条第一項 に規定する環境基本計画

（当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。）

との調和が保たれるものでなければならない。  
６  都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第六条の二第一項 の都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。  
７  市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設

に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっ

ては、都市計画法第十八条の二第一項 の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するもの

でなければならない。  
８  景観計画に定める第二項第五号ロ及びハに掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政

令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。  
９  第二項第五号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号、第二号及び第五号ニに掲げる事

項並びに同項第六号に掲げる事項のうち農林水産省令で定める事項に係る部分については、農業振

興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）第四条第一項の農業振興地域整備基本

方針に適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備

計画（同法第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適

合するものでなければならない。  
１０  景観計画に定める第二項第五号ホに掲げる事項は、自然公園法第二条第五号 に規定する公園計

画に適合するものでなければならない。  
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景観法第 16 条  

第二節 行為の規制等  

（届出及び勧告等）  

第十六条  景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省

令（第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。）で定める

ところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事

項を景観行政団体の長に届け出なければならない。  
一  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更（以下「建築等」という。）  
二  工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更（以下「建設等」という。）  
三  都市計画法第四条第十二項 に規定する開発行為その他政令で定める行為  
四  前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計

画に従い景観行政団体の条例で定める行為  
２  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変

更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。  
３  景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景

観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対

し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。  
４  前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければなら

ない。  
５  前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出を

することを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する

行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。  
６  景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があ

ると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に

定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることがで

きる。  
７  次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。  

一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの  
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為  
三  景観重要建造物について、第二十二条第一項の規定による許可を受けて行う行為  
四  景観計画に第八条第二項第五号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行

う行為  
五  景観重要公共施設について、第八条第二項第五号ハ（１）から（６）までに規定する許可（景

観計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為  
六  第五十五条第二項第一号の区域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第八条第二

項第一号に規定する農用地区域をいう。）内において同法第十五条の二第一項の許可を受けて行

う同項に規定する開発行為  
七  国立公園又は国定公園の区域内において、第八条第二項第五号ホに規定する許可（景観計画に
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その基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為  
八  第六十一条第一項の景観地区（次号において「景観地区」という。）内で行う建築物の建築等  
九  景観計画に定められた工作物の建設等の制限のすべてについて第七十二条第二項の景観地区工

作物制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等  
十  地区計画等（都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域（地

区整備計画（同法第十二条の五第二項第三号 に規定する地区整備計画をいう。第七十六条第一

項において同じ。）、特定建築物地区整備計画（密集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律 （平成九年法律第四十九号）第三十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計

画をいう。第七十六条第一項において同じ。）、防災街区整備地区整備計画（同法第三十二条第二

項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。）、歴

史的風致維持向上地区整備計画（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 （平成

二十年法律第四十号）第三十一条第二項第四号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画を

いう。第七十六条第一項において同じ。）、沿道地区整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する法

律 （昭和五十五年法律第三十四号）第九条第二項第二号 に規定する沿道地区整備計画をいう。

第七十六条第一項において同じ。）又は集落地区整備計画（集落地域整備法 （昭和六十二年法律

第六十三号）第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同

じ。）が定められている区域に限る。）内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は

増築その他の政令で定める行為  
十一  その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為 


